
別
表
一
^

の
表
中 「
所

得
金

額
又

は
欠

損
金

額
（
別
表
四
「
4
4の

{
」）

」

を 「
所

得
金

額
又

は
欠

損
金

額
（
別
表
四
「
4
6の

{
」）

に
、

「
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額

（
別
表
六
(六

)「
2
7」＋
別
表
六
(七

)「
1
6」＋
別
表
六
(八

)「
1
9」＋

別
表
六

(十
)「

2
3」＋

別
表
六

(十
一
)「

2
2」＋

別
表
六

(十
四
)「

3
2」＋
別
表
六
(十
七
)「

2
4」＋
別
表
六
(十
八
)「

2
2

」
＋
別
表
六
(二
十
一
)「

2
1」
)

」

」

を

「
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額
（
別
表
六
(六

)「
2
7」＋
別
表
六
(七

)「
1
6」＋
別
表
六
(八

)「
1
9」＋

別
表
六

(十
)「

2
3」＋

別
表
六

(十
一
)「

2
3」＋

別
表
六

(十
二
)「

2
2」＋
別
表
六
(十
五
)「

3
2」＋
別
表
六
(十
八
)「

2
4

」＋
別
表
六

(十
九
)「

2
2」＋

別
表
六

(二
十
二
)「

2
1」＋

別
表

六
(二
十
五
)「

2
4」
＋
別
表
六
(二
十
六
)「

1
2」
)

」

に
、

「
リ

ー
ス

特
別

控
除

取
戻

税
額

（
別
表
六

(十
二
)「

3
0」＋

別
表
六

(十
五
)「

3
0」＋

別
表
六

(
十
九
)「

3
0」＋

別
表
六

(二
十
二
)「

3
0」＋

別
表
六

(二
十
五

)
「
3
0」
＋
別
表
六
(二
十
七
)「

3
1」
)

」

を 「
リ

ー
ス

特
別

控
除

取
戻

税
額

（
別
表
六

(十
三
)「

3
0」＋

別
表
六

(十
六
)「

3
0」＋

別
表
六

(
二
十
)「

3
0」＋

別
表
六

(二
十
三
)「

3
0」＋

別
表
六

(二
十
八
)

「
3
0」
＋
別
表
六
(三
十
)「

3
1」
)

」

に
、

「
留保金

課同
上

平成™š年�月š—日 木曜日 (号外第˜›™号)官 報

す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）
並
び
に
第
二
十
八
条
の
四
第
一
号
（
適
格
分
割
等
に
よ
り
移
転
す
る
資
産
に
係
る
繰
延

消
費
税
額
等
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）
に
規
定
す
る
名
称
及
び
納
税
地
並
び
に
氏
名
は
、
当
該
連

結
親
法
人
及
び
当
該
各
連
結
法
人
の
名
称
及
び
納
税
地
（
連
結
子
法
人
に
あ
つ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
）
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の
十
七
第
二
号
中
「
当
該
連
結
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
連
結
事
業
年
度
に
係
る
決
算
の

確
定
の
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
剰
余
金
の
処
分
の
内
容
に
つ
き
他
の
号
に
掲
げ
る
書
類
に
そ
の
」
を
「
こ
れ
ら
の
書

類
又
は
前
号
に
掲
げ
る
書
類
に
次
に
掲
げ
る
事
項
の
」
に
、「
内
容
を
記
載
し
た
」
を
「
記
載
を
し
た
」
に
改
め
、
同
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

当
該
連
結
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
連
結
事
業
年
度
に
係
る
決
算
の
確
定
の
日
ま
で
の
間
に
行

わ
れ
た
剰
余
金
の
処
分
の
内
容

ロ

過
年
度
事
項
（
当
該
連
結
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又

は
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
若
し
く
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
若
し
く
は
損
益
金
の
処
分
表
に
表
示
す
べ
き

事
項
を
い
う
。）の
修
正
の
内
容

第
五
十
四
条
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
別
表
二
十
一
」
を
「
別
表
二
十
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
中
「
別
表
二
十
二
」
を
「
別
表
二
十
一
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
四
項
中
「
別
表
二
十
一
」
を
「
別
表
二
十
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
損
益
計
算
書
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
書

類
に
過
年
度
事
項
（
当
該
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
に
表
示
す
べ
き
事
項
を
い
う
。）

の
修
正
の
内
容
の
記
載
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
記
載
を
し
た
書
類
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
六
十
二
条
の
表
第
五
十
四
条
（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
記
載
事
項
）
の
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め

る
。第

六
十
六
条
第
一
項
中
「
明
り
よ
う
」
を
「
明
瞭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
二
十
三
」
を「
別
表
二
十
二
」

に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
三
項
中
「
別
表
二
十
一
」
を
「
別
表
二
十
」
に
、「
別
表
二
十
三
」
を
「
別
表
二
十
二
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
中
「
別
表
二
十
a

」
を
「
別
表
十
九
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
第
四
項
中
「
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

２

前
項
の
場
合
に
は
、
同
項
の
書
類
又
は
同
項
の
届
出
に
係
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
第
二
十
条
の
二
第

三
号
に
規
定
す
る
事
業
、
第
二
十
四
条
の
九
第
二
号
及
び
第
二
十
四
条
の
十
二
第
四
号
に
規
定
す
る
特
別
勘
定
の
金

額
又
は
第
二
十
五
条
の
五
第
二
号
及
び
第
二
十
五
条
の
七
第
二
号
に
規
定
す
る
区
分
は
、
同
項
に
規
定
す
る
各
連
結

法
人
の
営
む
事
業
、
当
該
各
連
結
法
人
の
有
す
る
特
別
勘
定
の
金
額
又
は
当
該
各
連
結
法
人
の
区
分
と
す
る
。

第
三
十
七
条
第
三
項
第
二
号
中
「
連
結
法
人
の
」
を
削
り
、「
代
替
資
産
を
取
得
し
た
場
合
」
を
「
代
替
資
産
を
取
得

し
た
場
合
等
」
に
、「
第
二
十
二
条
の
六
十
九
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
項
第
七
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
六
十
九
第
六

項
第
七
号
及
び
第
八
項
第
七
号
」
に
、「
交
換
等
の
場
合
」
を
「
交
換
等
の
場
合
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
二
中
「
第
二
十
四
条
各
号
」
の
下
に「（
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す
る
法
人
の
証
明
書
類
等
）」を

加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
九
第
二
項
中
「
別
表
六
g
h
十
二

e
f
、
別
表
六
g
h
十
三

e
f
、
別
表
六
g
h
十
五

e
f
、
別
表
六
g
h
十
六

e
f
、
別
表
六
g
h
十
九

e
f
、
別
表

六
g
h
二
十

e
f
、
別
表
六
r
s
t

二
十
二

o
p
q
、
別
表
六
r
s
t

二
十
三

o
p
q
、
別
表
六
r
s
t

二
十
七

o
p
q
か
ら
別
表
六
の
二
g
h
十
三

e
f
ま
で
」
を
「
別
表
六
g
h
十
三

e
f
、
別

表
六
g
h
十
四

e
f
、
別
表
六
g
h
十
六

e
f
、
別
表
六
g
h
十
七

e
f
、
別
表
六
g
h
二
十

e
f
、
別
表
六
r
s
t

二
十
一

o
p
q
、
別
表
六
r
s
t

二
十
三

o
p
q
、
別
表
六
r
s
t

二
十
四

o
p
q
、
別

表
六
g
h
三
十

e
f
か
ら
別
表
六
の
二
g
h
十
六

e
f
ま
で
」
に
、「
別
表
七
の
二
付
表
三
」
を
「
別
表
七
の
二
付
表
四
」
に
、「
別
表
十
`

付

表
二
ま
で
、
別
表
十
d

」
を
「
別
表
十
b

付
表
二
ま
で
、
別
表
十
f

」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
十
第
一
号
中
「
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
書
類
に
過
年
度
事
項
（
当
該
期
間

の
開
始
の
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
株
主
資
本
等
変
動
計

算
書
若
し
く
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
に
表
示
す
べ
き
事
項
を
い
う
。）の
修
正
の
内
容
の
記
載
が
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
記
載
を
し
た
書
類
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
十
一
第
二
項
中
「
別
表
六
g
h
十
二

e
f
、
別
表
六
g
h
十
三

e
f
、
別
表
六
g
h
十
五

e
f
、
別
表
六
g
h
十
六

e
f
、
別
表
六
g
h
十
九

e
f
、
別

表
六
g
h
二
十

e
f
、
別
表
六
r
s
t

二
十
二

o
p
q
、
別
表
六
r
s
t

二
十
三

o
p
q
、
別
表
六
r
s
t

二
十
七

o
p
q
か
ら
別
表
六
の
二
g
h
十
三

e
f
ま
で
」
を
「
別
表
六
g
h
十
三

e
f
、

別
表
六
g
h
十
四

e
f
、
別
表
六
g
h
十
六

e
f
、
別
表
六
g
h
十
七

e
f
、
別
表
六
g
h
二
十

e
f
、
別
表
六
r
s
t

二
十
一

o
p
q
、
別
表
六
r
s
t

二
十
三

o
p
q
、
別
表
六
r
s
t

二
十
四

o
p
q
、

別
表
六
g
h
三
十

e
f
か
ら
別
表
六
の
二
g
h
十
六

e
f
ま
で
」
に
、「
別
表
七
の
二
付
表
三
」
を
「
別
表
七
の
二
付
表
四
」
に
、「
別
表
十
`

付
表
二
ま
で
、
別
表
十
d

」
を
「
別
表
十
b

付
表
二
ま
で
、
別
表
十
f

」
に
、「
令
第
百
五
十
五
条
の
六
（
個
別
益
金
額

又
は
個
別
損
金
額
の
計
算
に
お
け
る
届
出
等
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
」
を
「
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一

項
（
個
別
益
金
額
又
は
個
別
損
金
額
の
益
金
又
は
損
金
算
入
）
に
規
定
す
る
個
別
損
金
額
を
計
算
す
る
場
合
の
」
に
改

め
、「（
繰
延
資
産
の
償
却
に
関
す
る
明
細
書
）」の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、「
第
三
十
九
条
の
六
十
第
十
項
」
を
「
第
三

十
九
条
の
六
十
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
十
二
第
二
号
中
「
当
該
連
結
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
連
結
事
業
年
度
に
係
る
決
算
の

確
定
の
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
剰
余
金
の
処
分
の
内
容
に
つ
き
他
の
号
に
掲
げ
る
書
類
に
そ
の
」
を
「
こ
れ
ら
の
書

類
又
は
前
号
に
掲
げ
る
書
類
に
次
に
掲
げ
る
事
項
の
」
に
、「
内
容
を
記
載
し
た
」
を
「
記
載
を
し
た
」
に
改
め
、
同
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

当
該
連
結
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
連
結
事
業
年
度
に
係
る
決
算
の
確
定
の
日
ま
で
の
間
に
行

わ
れ
た
剰
余
金
の
処
分
の
内
容

ロ

過
年
度
事
項
（
当
該
連
結
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又

は
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
若
し
く
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
若
し
く
は
損
益
金
の
処
分
表
に
表
示
す
べ
き

事
項
を
い
う
。）の
修
正
の
内
容

˜ŸŸ


		2011-06-29T16:19:49+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




